
準備期間（９月１日～３０日）に実施する重点事項 （要綱より抜粋）

　全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主
的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で7６回目になります。
各職場においては下記の様々な取組を展開し、誰もが安心して健康に働ける職場づくりへのご協力をお願いします。

1  事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 
2  労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示 
3  労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰 
4  有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓 練等の実施
5  労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のため
の行事等の実施

令和７年度 全国労働衛生週間令和７年度 全国労働衛生週間
令和７年10月１日（水）～７日（火）　［準備期間：９月１日～30日］令和７年10月１日（水）～７日（火）　［準備期間：９月１日～30日］

〈スローガン〉　

ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場

全国労働衛生週間（10月1日～7日） に実施する事項

1 過重労働による健康障害防止のための総合対策に関する事項 
① 時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進及び勤務間インターバル制度の導入など労働時間等の設定の改善による
仕事と生活の調和（ワーク・ライ フ・バランス）の推進 

② 事業者による仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進や過重労働対策を積極的に推進する旨の表明  など

2 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基づくメンタルヘルス対策の推進に関する事項 
① 事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明 
② ストレスチェック制度の適切な実施、ストレスチェック結果の集団分析及び これを活用した職場環境改善の取組 　など

3 小規模事業場における産業保健活動の充実に関する事項 
① 産業医、産業保健師等の活用による産業保健活動の充実 
② 一般健康診断結果に基づく事後措置の徹底 　など

4 「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に基づく治療と仕事の両立支援対策の
推進に関する事項 
① 事業者による基本方針等の表明と労働者への周知 
② 研修等による両立支援に関する意識啓発 　など

５ 女性の健康課題の理解促進に関する事項
① 女性の健康課題に関する 健康教育 や 相談体制 の整備等 の 取組の実施　など

６ 労働者の作業行動に起因する労働災害（転倒・腰痛災害）防止対策に関する事項 
① 高年齢労働者が安全に働き続けることができるよう、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を踏まえ事業場
の実情に応じた施設、設備、装置等の改善及び体力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮した、作業内容等の見直し 

② 「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛の予防対策の推進　など

７ 「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の推進に関する事項 
① 熱中症のおしれのある作業者の早期発見のための連絡体制の整備等を内容とする改正労働安全衛生規則に基づく措置義務
の徹底

② 暑さ指数（ WBGT ）の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すると　 など

８ 「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく受動喫煙防止対策に関する事項 
① 各事業場における現状把握と、それを踏まえ決定する実情に応じた適切な受動喫煙防止対策の実施 
② 受動喫煙の健康への影響に関する理解を図るための教育啓発の実施　など

９ 「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基づく労働者の作業環境、健康確
保等の推進に関する事項 
① 「 自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認する ためのチェックリスト【労働者用】 」 を活用した作業環境の確保及
び改善

② 「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】」を活用した労働者の心身の健康確保　など

10 化学物質による健康障害防止対策に関する事項 
① 製造者・流通業者が化学物質を含む製剤等を出荷する際のラベル表示・安全データシート（ SDS ）交付等の徹底 及びユーザ
ーが購入した際のラベル表示・ SDS 交付等の状況の確認 

② SDS等により把握した危険有害性に基づくリスクアセスメントの実施とその結果に基づくばく露濃度の低減や適切な保護具の使
用等のリスク低減対策の実施　など

11 石綿による健康障害防止対策に関する事項 
① 建築物等の解体・改修工事における石綿ばく露防止対策の徹底及びこれらの対策の実施に対する発注者による配慮の推進
② 吹付け石綿等が損傷、劣化し、労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における吹付け石綿、石綿含有保温材等の
除去、封じ込め等の徹底（貸与建築物等の場合において貸与者等に措置の実施を確認し、又は求めることを含む。） など
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